
「昇降機の維持管理指針等の活用に関する説明会」 

平成２９年５月２５日 (木 ) 

５月２６日 (金 ) 

１ ３ : ３ ０ ～ １ ６ : ３ ０ 

三 田 共 用 会 議 所 

１ 階 講 堂 

説 明 会 次 第 

１．開会の挨拶（13:30～13:35／5分） 

   国土交通省住宅局建築指導課 

２．講演（13:35～14:05／30分） 

エレベーター事故被害者遺族 市川 正子 

３．維持管理指針等策定の背景（14:05～14:15／10分） 

   国土交通省住宅局建築指導課 昇降機等事故調査室長 深井 敦夫 

【休憩（14:15～14:25／10分）】 

４．「昇降機の適切な維持管理に関する指針」の解説（14:25～15:20／55分） 

   国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 鳥枝 浩彰 

【休憩（15:20～15:30／10分）】 

５．「エレベーター保守・点検業務標準契約書」の解説（15:30～16:25／55分） 

   東洋大学 法学部企業法学科 教授・弁護士 大森 文彦 

【質疑応答（16:25～16:30／5分）】 

６．閉会（16:30） 

（敬称略） 
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